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平成 25年度 業務運営に係る重点化ガイドラインについて

業務運営の重点化については、平成 13年 3月 27日付け地発第 127号、基総

発第 5号、職総発第 17号、雇児雇発第7号「業務運営の重点化についてJによ

り指示しているところであるが、今般、平成 25年度における業務運営の重点化

を図る上でのガイドラインを別添 1~3 のとおり策定したので、局はもとより

管内の各署所において、各種施策の絞り込みを行い業務の優先順位を明確化し、

業務の重点化が適切に実施されるよう、きめ細かな指導をお願いする。
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平成 25年度 労働基準行政に係る重点化ガイドラインについて



(機密性2) [~IJ添1

平成25年度労働基準行政に係る重点化ガイドライン

事項 重点化の内容 重点化についての補足説明 備考

(1)労働条件の確保・改善対策

ア経済情勢に対応した法定労働条件の確保等

I語尋:~訟の重点'j~ï 一一ー (参考逼蓬等r-ーー

O 時間外労働協定における時間外労働の限度時間に係る指導を徹底する。 平11.2.17基発第70号
O 時間外・休日労働時聞が月45時間を超えているおそれがある事業場に 平11.4.16基発第250号
対して監督指導等を行う。 平16.2.18基発第0218004号

O 過重労働による業務上疾病を発生させた事業場に対して再発防止対策を 平18.3.17基発第0317008号
徹底させる指導を行うとともに、労働基準関係法令違反が認められるものに 平18.3.17基監発第0317002号
ついては、司法処分を含めて厳正に対処する。

O 司法処分を行った事案l立原則として公表する。
【時期によるメリハリ付け】
o 11月1=キャンペーン月聞を設定し、使用者団体や労働組合への協力要請

や、11J月に7、レ重ッ点トの的配に布監に督よ指る導周を知実啓施発す等るを。行う。
01  

IO指導申弱告音・E相oj談董に最対低しIては優先的に対応する。

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーー・・・・・ーー T穂斑遇Z重奪5---
平6.3.16基発第140号

O 重大文は悪質な事案については、厳正に司法警察権限を行使する。 平6.2.22基監発第10号
O 司法処分を行った事案は原則として公表する。 平11.2.17基発第70号
O 有期労働契約に聞しては、労働基準法、有期労働契約の締結、更新及び 平11.4.16基発第250号
雇止めに関する基準に基づく指導等を行う。 平15.2.18基監発第0218001号

平15.4.1基発第0401015号
平20.12.9地発1209001号・基発第
1209001号
平20.12.9地発1209002号・基監発

(イ)法定労働条件の履行確保等 12凹 001号
平24.2.8基発02田第3号
平24.2.8基藍発0208第1号

〈有期労働契約関係〉
平15.10.22基発第1022001号
平15.12.26基発第122印01号
平15.12.26基監発第1226001号
平20.1.23基発第0123005号
平20.12.9基監発第1209002号

IO指一導労針働表時面間量適扇正{把fj握基準の周知徹底を行うとともに、的確な監督指導を

-----------------明司ー骨骨胆ーーーーーーーーーーー----------------
(参考通達等)
平11.2.17基発第70号

実施する。重大又は悪質な事案については、厳正に司法警察権限を行使 平11.4.16基発第250号
する。 平13.4.6基発第339号

O 司法処分を行った事案は原則として公表する。 平15.5.23基発第0523003号
平15.5.23基発第0523004号
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(機密性2) 【別添1】

【実施対象の重点化】 ※解雇、退職勧奨、配置転換・出向等を (根拠通達)
O大型倒産、大量整理解雇等の情報を把握した場合の、必要な監督指導及 検討している企業に対して、パンフレット 平24.11.30基発1130第1号
ぴ啓発指導に重点を置いて実施する。 「厳しい経営環境の下での労務管理のポ 平25.2.18基発0218第3号・臓発0218

イント』等を活用し、必要な啓発指導を行 第4号
【時期によるメリハリ付け】 つ。 平24.8.28地発0828第8号・基政発

イ労働契約に関するルルの周知啓発
O平成25年度の第1同半期を中心に、改正労働契約法の周知徹底に重点在 0828第1号
置いて実施する。 ※平成25年4月18より改正労働契約

法が全面施行されるが、有期契約労働者
は全労働者の2割を超える多数にのぼり、
非常に影響の大きい法改正であることか
ら、改正法のより正確な浸透を図る必要
がある。

ウ特定の労働分野における労働条件確保対策の推進

I一語尋荷.05董i!Hmi蒔期i:::正るメリZ，運Zリ転付者i子の】lー
------------------------司ー--・---------------------ー(ー参苓蓮蓬等rーーー

O長時間労働が行われるなど自動車 労働時間等の労働条件の 平元3.1基発第92号
平元3.1基発第四号

O係地る方情運報輸・機意関見と交の換連を各行会う議。を設置し、自動車運転者の労働条件改善等 平元3.27基監発第9号
平9.3.26基発第201号

O地方運制輸度機関と協議の上、合同監督・監査を実施する。 平11.4.1基発第191号
O通報 の円滑な運用により、関係行政機関との連携を図る。 平18.2.17基監発第0217001号・基徴
O 自動車運転者時間管理等指導員による指導・助言を実施するとともに、 発第0217001号
業界未加入の事業者に対して重点的に法令等の周知等を行う。 平20.3.19基監発第0319001号

平20.3.19基監発第0319002号
平24.7.20基監発第0720第2号

IO藷通使苅用豪者語に5量よ一る両障lE-害r-者-一虐一一一待一一一の一一一防一一止一一一に一一一関一一一する対応要領に基づき、制度の
-ー・--------------------------------------------・--受(参~_1考A通t~.達1韮等監)霊筆H?J.筆2呈ーーー

平15.4.8基発第0408001号
的確な運用を図る。 平18.10.2基発第1002004号
O障害者虐待防止の観点も含め、障害者である労働者の法定労働条件の 平18.10.2基監発第1002001号
履行確保を図る。 平24.9.24地発凹24第3号

平24.10.5基発1005第5号
平24.11.30基監発1130第1号

(2)最低賃金制度の適切な運営

【時期によるメリハリ付け】

ア最低賃金制度目周知徹底等
O改定等の発効時期をとらえた、集中的な周知広報を実施する。

イ最低賃金引上げに向けた中小企業への支接
-ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岨値動岨値ー岨・ーー-----------I両諭I三;正吾，"Jλ.ijj計十r一一一一

--------.-ーーーーーーーーーーーーー--値-----------ーー・--------------ーーーーーーーー-ーー・・・・・

: (ア)賃金引上げに取り組む中ス小ト企ッ業プので経対営応課
i題と労務管理の相談等にワン す

O第1四半期(4月)に受託者と連携し、円滑に事業を実施する。

:る相談窓口の設置
，-------------------------------ー・・岨・ーー---値 [8毒誠I三J:~)iIJ l\iJ持I十1一一ーーーー ーーーーーーー・----------------開問..----ーーーーーー ー・・・・・・・・・・・・・・・・・曹関・ーーーーーーーーーーーー

: (イ)地域別最低賃金が720円以下の地域の中 O地域別最低賃金の改正審議等に資するため、第1四半期(特1=5月及び6

1小企業が、最低賃金の引上げに先行して、賃 月)に重点を置いて周知広報業務を実施する。
O地域買1)最低賃金の改定発効時期の周知広報と併せて本助成金の周知広

:金を計画的に引き上げ、これに併せて設備導
報を実施する。:入等を行う場合の助成金の支給

:(5)最古漬ー蚕言[王仔(J)諺普亦ー天岳r、支語(J)質f美話不妄】ーーー ーー・----------------------明 F ーーーーーーーーーー 曲・---------------------ーー"ーーーーーー司

:金底上げのための取組の支援 O本省で実施するため、実施を要しない。
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(機密性2)

(3)適正な労働条件の整備

ア過重労働の解消と仕事と生活の調和実現に向
けた働吉方・休み方の晃直し

イ医療従事者の勤務環境の改善!こ向けた取組の
推進

I元義函重扇花1 ※週労働時聞が60時間以上の労働者
O 中小企業事業主団体などに対する助成については、平成25年度につい|の割合が高い業種である建設業、情報通
ては、建設業、情報通信業、運輸業、宿泊業、医療，福祉の各業種に重点をお|信業及び運輸業に加え、長時間労働の実
いて実施する。 1態が見られ年次有給休暇の取得が低調
O 休暇取得促進のためのハンドブックについては、本省において重点対象 |な宿泊業、交代制勤務などの変則的な勤
業1量として情報通信業、宿泊業について作成するので、当該Z業種について |務に従事する労働者の割合が高く、入院
活用する。 1患者や緊急患者への対応など心身の緊

張を伴った長時間労働の実態にある業穫
である医療、福祉について重点的に助成
する。
※長時間労働の実態が見られ年次有給
休暇の取得が低調であり、かつ働吉方・休
み方改善コンサル告ントによる指導の効
果が見込める情報通信業、宿泊業につい
て重点的にツールを作成する。

【時期によるメリハリ付Itl ※年次有給休暇の取得を促進するため
O 平成25年度において、中小企業事業主等に対する助成については、助成|には、時季を捉えた年次有給休暇の取得
金の募集時期に併せて集中的に周知啓発を行う。 1を促進することが重要であるため、夏季・
O 年次有給休暇の取得促進については、平成25年度は、夏季・年末年始の|年末年始の時季に周知を行うことにより
時期に合わせて重点的に実施すること。 1対応する。
O 休暇取得促進のためのハンドブッウについては、第4四半期以降に活用す|※休暇取得促進のためのハンドブック
ること。 1は、本省において作成し、第3四半期まで
O 地域(地方都市)の特性に応じた取組を図るための協議会については、設|に都道府県労働局に提供する。
置される地域を管轄する労働局を除音、対応は必要ない。 1※左記協議会は、平成25年度において

は、 部地域において設置する。

ーーtt努画面，oi吾丙長湯尋l三百己主頑福田1面薮毎討議定:J"------ーーーーー----ーーーーーー t~:f平百五5-~J度l三五日司王:房副扇雀丙4
10平成25年度における企画委員会の開催回数等については、労働局管肉|の医療関係団体等の意見などを勘案し: (ア)企画委員会のさらなる活用 I~ r;ç__:!~B'-~ ci;~~;;~~~~，~.~~;;;~".!..~~~_:.，，~I-~" -...，...， nlOWI"J B n I 
|の医療関係団体等の意見などを勘案して設定する。 1て、開催回数、内容を設定すればよいこと

と する。，
-mø楊扇面「昏丙~語尋'j::芯己完面下量巴1函薮辱õ5設定1一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一ー!言語ー平夜.25-~J慶応f.i~，ぞl;f:訴惨事棄さ1"--- 一 ーーーー
O 平成25年度における研修会の開催回数等については、医療機関等の意|都道府県が実施している場合、都道府県

: (イ)研修会の充実 |向(ニーズ等)やこれまでの取組状況等を踏まえ設定する。 Iや医療機関等の理解が得られた時は、当
I該研修事業由一環として左記研修会を実
施することとして差し支えないこととする。

ー--------tt語通事語家ai童話J臼ーーーーーー

: (ウ)医療労働専門相談員等の活用
O 平成25年度については、個別支援を希望する医療機関等に対し指導を
実施する。

|【時期によるメリハリ付け】
10平成25年度については、助成金の募集時期に併せて集中的に周知啓発

: (エ)助成金制度の活用 |土ι 二

…'" 

ウ職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け
た環境整備

エ適正な労働条件下でのテレワ ヲの推進

h町期によるメリハリ付Iす]
O 平成25年度については、以下の時期に重点在置いて、周知啓発業務を行
うことにより対応する。
① 5月-6月(労働基準協会総会)
② 9月-10月(全国労働衛生週間(準備期聞を含む。))

【メリハリ付けによる業務負担の軽減1
O 平成25年度において、『在宅勤務冴イドライン』の周知については、テレ
ワ-'}に関する相談是受け付けた際にその内容を教示すればよいこととする。
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(機密性2) [Jllj添1

(4 }労働者の安全と健康確保対策の推進
(根拠通達等)
• H25.2.13付け基安発0213第1号通
逮

7 労働災害を減少させるための重点業種
r----司・・・・・・・・・・・・・・・圃圃圃ーー--------・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーー--------------司伺ーー----------------------------値・ー曲岨ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ー...・・ーーーーーーーー----______0ーーーー司...司咽..-・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・ーーー--------------.・4・ーー...

【指導対象の重点化】

O 平成25年度については、小売業、社会福祉施設、飲食庖に重点在置いて
指導を実施する。

【時期によるメリハリ付け】 ※本省において、平成25年度上半期に
l(7)第三次産業 O 上半期は小売業と社会福祉施設に対する対策を前年度に引き続き取り組 日本フードサービス協会等の関係団体を

み、下半期にI立、飲食庖に対する対策に軸足を移して取り組むこと。 通はじ、局、自ご主とに点と検りをま行といめ、たそ上ので結情果報に提つ供いすて

ることとしている。
※平成25年度において「飲宣庖における
労働災害防止対策に係る好事例集(仮
称)jを作成予定。

"ー開..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーー・・ーーーーー---------------------------------------------ーーーーーーーーーーー司胃ーー司ーー..ーーー・亭明0.__-胃'・..・-----
【指導対象の重点化I
O 陸運業者に対する指導I立、平成24年に休業1月以上の労働災害(荷役作
業関係。)を発生させた等、安全衛生管理上特に問題が認められる事業場等 ※陸上貨物運送事業における荷役作業

を対象とし等7てに、対集す団る指指導導、個別指導等を行う。
O 荷主 は、平成24年に休業1月以上の労働災害が発生した

の安全対策ガイド通ラ労イ働ン災(仮害称防)止(陸ガ運イ業ドラ
者、荷主等)、交

荷主等の事業場、製品や原材料等を反復・定倒的に搬入・搬出する製造業の イン(陸連業者)、モデル運送契約書(荷
事業場、大規模小売唐舗及びイン骨ーネット販売や子レピショッピングの出荷 主等)の普及を図る。
倉庫等を対象として、リーフレツトの送付等と併せて要請を行う等すること。

【指導対象の重点化】
※新規入場者教育、建設工事に従事す

o r日本経済再生に向けた緊急経済対策」が悶議決定されたところであり、 る労働者に対する安全衛生教育(建設従
イ労働災害を減少させるための重点業種 全国的に土木工事のほか、建築物に係る改修工事の増加が見込まれること 事者教育)等の実施を指導するとともに、

から、これらの工事等を重点対象とする 各建設現場における統括安全衛生管理を
徹底する

【指導対象等の重点化】

O 印刷業に対する有機則等の遵守徹底のため、平成24年に監督指導や個

※化学物質取扱事業場を対象として含
に計上する等すること。 む集団指導、個別指導等に当たっては、
O 改めて有害物取扱事業場を的確に把握できているか点検、整備を行うこ パンフレットを活用し、譲渡提供元からSD

ウ化学物質による健康障害前止対策
と。有害物台帳の情報の点検について、少なくとも、化学物質管理法に基づく S(安全デ一世シート)を必ず入手するよう
PRTR情報と突合を行うこと。

周※知化徹学底物す質るの。製造・輸入事業者等を対O 特殊健診結果報告を提出していない等労働衛生管理上問題があると考え
られる事業場について、個別指導や集団指導等により、特化則の遵守徹底を 象として含む集団指導等の際!こ、 SDSの
図る。
O 改正特化則の遵守徹底について、インジウム化合物はこれまでの指導実

交付の徹底を図る

績を踏まえて個別指導の対象事業場を選定する。エチルベンゼンとコバルト
は、集団指導等あらゆる機会を通じて積極的に周知する。
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(機密性2) 【 ~IJ添1

(5)労災補償対策の推進

ア労災保険給付の迅速・適正な処理

1i1る干迅j語速蒋・適隊正香な草処案理笈のび徹騎底士芯顧展恵事案I王原-[苅家õ5董~]~r-ーー 3障主害石事5案~にz係テ7るL相1\談寺文・聴Z取:-下等Eにi~つFめい積て一掃もー‘ 
(参考通達r--ーーーーー

O 精神障害事案については、平成23年12月に策定した労災認定基準に基づ
労災精神障に係害る専相門談調・査聴員取を等適に宜つ活用す

平21.2.24基労発第0224001号
き、迅速・適正な事務処理を行うとともに、処理期間の短縮に努める。 平22.2.25基労発0225第1号
O 精神障害文は脳・心臓疾患に係る支給決定事案については、監督・安全 る。 平23.2.25基労発0225第2号
衛生担当部署への情報提供を徹底する。 ※また、関係団体・地方公共団体広報 平23.12.26基発1226第1号

O働セ者ヲかシらュのア相Jレ談ハ・ラ聴ス取メにンつトのい被て害、労を災受けたこと等により精神障害を発病した 誌への掲載や都道府県労働局ホーム 平23.12.26基労補発1226第1号
労 、 精神障害専門調査員を活用するとと ベジへの掲載、各種説明会での案肉等 平24.2.23基労発0223第1号
もに、当該調査員による相談窓口の周知を行う。 を通じ、相談実施場所等の周知を積極的 平24.4.6地発0406第1号・基発第0406

に行う。 第3号
平24.4.6基労補発0406第1号
平25.2.26基労発0226第1号

I関ち連了右疾議患議の嘉請嗣求度事導案Iに三E係軍事る商迅菊速禄・適[~正足な""jj.処若理蒋 [弱家.o5董iiiilEr-ー一 来平成25長副長I三蕊日'eff:右語表恵芳ー 平25.2.26基労発0226第1号
O 石綿関連疾患に係る補償(救済)制度について、医療機関を中心に周知を 災請求指導料の支払いがない又はほとん

の徹底 徹底し、労働者等に対する労災保険給付及び特別遺族給付金の請求勧奨を どないがん診療連携拠点病院等に対し
行う。 て、計画的に当該指導料について再度説

明したうえで、主治医による石綿由業務歴
の確認及び労災保険給付の請求勧奨の
依頼を改めて行う。

I主1直音i.i<;{X王孫右元茨議議事桑ス1耐志一ー [菊豪o5董貰li:r-ー
事理E質~--所業の曹務使見量の用にE重つ種状量い類況正て及、茎③十びヲ作分作吾業な業了調環態当境査f様首を、、、@実②奇臨施麗化床す学雇・る物:病夜ー

ー(参考蓮蓬1
O 事業場で使用された化学物質の種類や作業環境等について十分に調査 平25.2.26基労発0226第1号
を実施する。

(なお、調査に当たっての具体的留意事項
については別途指示する予定)。

イ 労災診療費の適正支払いの徹底 【対象の重点化】 ※地方厚生局等との連携については、 (参考通達)
O 地方厚生局等が保険医療機関に対して実施した指導・調査等の結果情報 別途指示する。 平21.2.20基労補発第0220003号
情報に基づく労災診療費の支払いの一層の適正化に努める。 平23.12.16基発1216第2号

平25.2.26基労発0226第1号

I討議る室.o!i{~j一一一一 来"平一房長if$"JII::gぷぞl王え王苔「己亦ー
O 会計検査院による指摘が多い項目及び医療機聞からの誤請求が特に多 使用していない骨移植術について、実際
い項目等に重点を置いて審査を行う。 に自家骨が併用されているかを確認する

等、重点審査通達(平ト)に21基年づ2月い2た0日付け基
労補発第0220003号) 重点的
な審査を行う。

I語尋語家(J)重雨前一一一一一一 ーーーーーーーーーーーー・--------------------司.-・帽

O 誤請求の多い労災指定医療機関等には個別に実地指導などを行う。
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(機密性2) 【別添1]

7労働保険適用徴収業務等の重点施策
(1)労働保険料等の適正徴収等

【対象の重点化】 (参考通達)
O 平成23年度の労働保険料の収納率は97.8坊となっているが、収納率の 平21.3. 31基徴発第0331001号
向上l主、適用徴収業務における最重要課題であることから、前年度の収納率 平21.10.29基徴発1029第2号
を上回るよう、滞納整理、納付督励等を引き続き、積極的に取り組む。 平22.3.31基労徴発第0331第2号

ア収納率の向上 平23.3.31基労徴発第0331第1号
平24.3.30基労徴発0330第1号

l指【O問導労に働と象保どまの険ら重のず点未、化手職】続権事に業よを一掃するため、未手続事業場に対しては、手続
※ともに地、方関自係治行体政等機と関のと連の携通を報強制化度す等るをと 平(参17考3通3達1基)発第0331004号

指導!とどまら 、職権 より、積極的に保険関係を成立させる。 活用し、未手続事業の積極的かっ的確続な事 平19.8.24基徴発第0824001号
把握・加入勧奨を行う。把握した未手続 平20.6.17基徴発第0617001号

(2)労働保険の未手続事業一掃対策の推進 業に対しては、適用徴収担当部署におい 平21.3. 31基徴発第0331001号
て強力な手続指導を行う。 平22.3.31基徴発第0331第2号

平23.3.31基労徴発第0331第1号
平24.3.30基労徴発0330第1号
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別添2

平成 25年度職業安定行政に係る重点、化ガイドラインについて



(機密性2)

平成25年度職業安定行政に係る重点化ガイドライン

事項 重点化町内容 重点化についての補足説明 備考

2 総合労働行政機関として推進する重点施策

(2)各分野の連携した対策の推進

. 

!ヶ障害者の労働条件確保・雇用対策由推進

【既存田枠組みを活用】

障害者雇用連絡会議などに眼らず、既に同会議と同権の構成員をメンバーとする 1.*既存の枠組みを有効活用し、効率的
会議が設置されている(労働局が主催でない会議官む)場合は、それを積極的に活 |に情報共有を図る己とで可。

用し、関係行政機関での情報共有を図る.

-ーーー一一一一一一一ーーーーーーーーーー一一一一一一一一ーーーーーーーーーー-ー一一-"-一一一一ーーーーーーーーーーーー一一ー一一一一一

;シジョブ・カード制度の推進

4 職業安定行政の重点施策

I<z)織業紹介業務の充実強化による効果的なマッチン
グの推進

【新規事業の重点化】

o f若年者人材育成・定着支撮奨励金(若者チャレンジ奨励金)Jに係る事業主への
周知広報、本奨励金を活用する企業の開拓については、第一四半期に集中的に実
施する。

* f若年者人材育成・定着支援奨励金
{若者チャレンジ奨励金)Jを活用する企業
の開拓については、公共職業安定所にお
ける求人開拓等の機会を捉えて行う。そ

ZE1tZJゐ辺調書411Tl日I途通知予定

アアップに関するガイドライン』、「若者応
援企業宣言』等の支援メニューの趣旨や、
事業所からのニーズを踏まえたよで各メ
二ユーの活用を促す。

ー 1i季語!ftilG這;品百ー

;ァマッチンゲに直結する求験者・求人者サービス
i等、職業紹介業務上の質的取組みの抜本拡充

来 I(番考通知)

O 総務省勧告で指摘された事項についてlは孟‘自局.所の進捗状況を踏まえ、J未達 |ド.対求職者支接相談記録の充実、応募 |平成z釘5年2月2却8自付け聴首発但阻盟8
成のおそ札の晶る事項」に絞り仏、効率的に口フオロ一アツプを行う弘。 I書類作成指導強化等 |ド1号
0対求職者支援、対求人者支援等について、重点となる取組{刻)を選定のよ、効|・対求人者支援充足音意識した求人間 I~求人者サ ピス、充足支援の強化
果的な取組を行う。 I拓、充足サービスの強化等 |に係る当面白取組みについてJ

--ji訪推進の重点化、段階的実施】

;イ求人充E、全国ネットワ クを活かした広域的
:マッチンゲの強化

O求人受理時の確認や‘一定期間経過後の未紹介・宋充足求人へのフォローアップ
を漏れなく行う。また、局所白状況に応じて、正社員求人、急募求人等を能動的あっ
せんの対車求人として選定したよで、充足支援サービスを展開する。

O広域マッチンゲの強化に関しては、まずは自所内に就業場所在有する他所受理求
人の状況等、現状・課題の把握吾、局・安定所聞での相互の連絡調整を行ったよで、
相互の求人情報提供、自所で充足困難な求人に係る他所求職者の検索・充足依頼
等、管轄を越えた就職、充足を促進する。
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(参考通知)
平成25年Z月28日付It磯首発0228第
1号
「求人者サービス、充E支援の強化
に係る当面白取組みについて』
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(機密性l:)

;ェ基本業務の基盤となる研修、労働市場の分析・
1デ一世整備等白取組み充実

(3)地方自治体との連携による就職支援

:7地方自治体と公共職業安定所の協定に基づく
:一体的実施の推進

【章務推進の重点化、計画的実施】

0研修については、局・所白状況を踏まえ、相談記録や応募書類作成指導、職業情
報等回想定されるテーマのうちから、『特に必要性の高い分野」を選定し、重点的に行
う。また、年度当初や業務に比較的余裕のできる時期を選定し、計画的に研修等苦行
う固

【一体的実施の着実な実施1

o 24年度に取組を実施していた労働局においては、 24年度の事業評価を踏まえて
事業由実施方針等の改善策を検討した上で、 25年度も引き続き事業運営計画に定め
る目標の達成に向けて着実に事業を実施する。

O 一体的実施として位置づける「生活保護受給者等就労自立促進事業(仮称)Jの
常設窓口を新設する労働局については、自治体との調整を進めて可能な限り早期に
事業を開始し、事業運営計画に定める目標の達成に向けて着実に事業を実施する。
(※(4)ア『生活保護受給者等を含めた生活に困窮する者の就労宣握の按本強化』
参照)

【効果的な自治体への訪問由実施】

O 市区町村に対しては、原則として、公共職業安定所長が、毎月田雇用失業情勢、
ー |新年度の重点的立取組の説明等のために、首長等を定期的に訪問するなどして、市

iイ労働分野における国と地方自治体と由連携Lつ|区町村と今まで以上に緊密な連携を図ることができる関係を構築する.
;いて

lウふるさとハローワーウにおける地方自治体と連
l携した職業相談・職業紹介

:オ公共膿業安定所における住居確保に関する支

:援

O また、県庁所在地、政令指定都市等町人口規模が大きい市区等、労働局長又は
連絡責任者が訪問することが適切と考えられる場合においては.労働局長又は連絡
責任者が当該市区等の首長等を定期的に訪問する。

【関係自治体と由連携業務の重卓化】

* ふるさとハローワーウを設置している
労働局においては、年度当初に(及びそ

O ふるさとハローワ ウを設蓋している労働局においては、ふるさとハローワーウの|の他機会を捉えて)、設置している市区町
利用促進のために、年度の早い時期に市町村と接触し、広報や市町村田提供する |村と、情報の共有、市区町村田提供する
サービス内容、近隣町市町村施設利用者のふるさとハローワーヲへの誘導等につい|サービスの確認や利用促進のための宣
て協議し、実施を促す。 I乞広報等に関する相談等由連携を図

【指導対量の重点化】

O 生活福祉・就労支援協議会を活用するなど自治体との緊密な連携のもと、地域
の相談ニーズを的確に把握し、相談ニーズが高い地域については、住居・生活相談
会等を積極的に実施する。

O 特Iこ被災3県については、自治体と連携の上、必要に応じて仮設住宅(付近の施
設)へ町住居生活相談会等を実施する。
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{番考通知}
平成23年9月5目付け事務連絡
「労働分野における固と地方公共団
体の一層由連携強化について」

(番考通達)
平成23年5月2日付け職派就発0502
第1号「東日本大震災被災求職者に
対する住居・生活面白総合相談機能
の充実について』
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(機密性4)

(4)重層的なセーフティネットの構築

ー一一一+ーーーーーー一一一一一ーーーーー一一一一一ーーーー一一一一一ーーーー-，ト一一一一ーーーーー一一一一ーーーー一一一一ー司ーーー一一一一ー

.ア生活保護受給者等を吉めた生活に困窮する者
:の就労支援の抜本強化

【事業実施の重点化】

o r生活保護受給者等就労自立促進事業(仮称)Jの創設により、生活保護受給者
等の就労支援を抜本強化するため、以下の肉容を重点的に実施する。

.r福祉から就労』支援事業において構築した地方自治体との連携体制をさらに強化
し、支援候補者の積極的な送り出しを促進する.
-福祉事務所への公共職業安定所の常設窓口の設置や巡回相談の強化等により、
全ての福祉事務所との聞で、公共聡業安定所と一体となった早期アプローチを実施
する。

・これまでの支援対象者に加え、生活保護の相談・申請中由者等、早期に支援の必
要な者を支援対象者とする。

・地方自治体に対L、求職活動状況を提供・共有化することにより、ケースワーカーか
らの就労に関する的確な助言・指導を要請する.

・支援の拡充・強化のため、①支援対象者の状況に応じた支援期聞の設定や支援プ
ランの見直しを行うとともに、②支援対象者のうち就職により支援を終了した者につい
て、全員の在籍状況を確認し、希望者全員に対するフォローアップを実施する。

実施要領は現在検討中

l一一一ーーーーー一一一一一ーーーーー一一一一ーーーーーー一一一一一ーーーー-ー一一一-<・ーーーー一一一一一一ーーーーー一一一一一ーーーーーー一一一一一一一ーーーーー一一一一一一一ーーーーーーー一一一一一一ーーーーーー一一一一一一品ーーーーーーー一一一一一一一ーーーーーーー一一一一一一一ーーーーーーー-.一一一一一一ーーーーーー一一一一一一一ーーーーーーー一一ー一一一
【業務推進由重点化】

O求職者への適切な受講晶っせんを行うため、以下の点を重点に実施するロ
-失業期聞が1年以上になることが見込ま札る者など、求職活動が順調に進められて
いない者査対象に、制度利用の個別勧奨を図る。

Iイ地域のニーズに即した公共職業訓練・求職者支|・訓練受講希望者に対する職業相談やキャリア・コンサルティングの実施により適切
i援訓練の展開と訓練修了者への就職支援 lな受講あっせん、訓練コース由選定を行ラ。

0訓練受講者への就職支援として、以下の点在重点的に実施する。
-訓練受講段階から、応募書類白書き方の指導や面接対策のほか、具体的な応募先
の検討などについて、訓練実施機関と連接しつつ、ハローワーウが主体となってきめ
細やかな相談を実施する。

li章務推}白重点化】

lウ雇用調整助成金を活用した企業の雇用維持努 10実地調査について、内部通報があった場合や、業績が向上しているなど休業等
j力への支援の実施 |を実施する必要性が必ずしも高くないと思われる事業主に対し、特に優先的に実施す

|る。

(5)若者の雇用対策の推進

【時期によるメリハリ付け】

10未就職卒業者への就職支援については.年度前半(特に6月末まで)を集中支接
!ア大学などの新卒者・既卒者に対する就職支援の!期間として実施する。
l推進

O 未内定者への就職支援については、年度前半に学校等関係機関との連携体制
を構築、年度後半(特Iこ1月-3月末)に集中的に支援を実施する。

'-ー一一一一一ーーーーー一一一一ーーーーー一一一一一一一ーーーーー一一一一一ーーーーー」ー一一 ー_.・ーーー一一一一一一一切ーーーーーーーー一一一一一一一一一一『ーーー_.・ーーー一ーー一一一一一一一一一_.同ーーーーーー一一一一一一一一
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(機密性~)
【時期によるメリハリ付ItJ *若者応援企業求人の確保について

は、特に製造業などの充足可能性が高い
求人を積極的に確保するよう努める。

*非正規・若者雇用対築については、公
共職業安定所における求人開拓時におい

1イ若者と中小企業とのマッチンゲ強化 O 来年度卒業予定由学生と中小企業とのマッチングの促進を図るため、大企業の|て「キヤ')77" ブ助成金J -I'> r若年宅人主 I~II途通知予定
選考活動が一段落して中小企業由選考活動が始まる6月頃までに、若者応援企業求|育成・定着支援奨励金』等の助成Fーユ
人の確保に重点的に取り組むロ |や「有期契約労働者等のキャリアアップに

(6)高年齢者の雇用対策由推進

【指導対車の重点化】

一 10高年齢者雇用確保措置朱実施企業に対する指導等に当たっては、『規模の大き
:?年齢にかかわりなく意欲と能力に応じて働<;:と|い企業』や「定年離職者が発生している企業」等に重点を置いて、労働局・公共職業
:ができる『生涯現役社会』の実現に向けた高年齢者|安定所幹部等を中心Iこ指導を実施する。
:の就労促進 | 

lイ高年齢者等の再就職の援助・促進

:(イ)高年齢者等の再就職の促進

(7)障害者の雇用対策の推進

10なお、事業所訪問に当たっては、必要に応じて障害者雇用などその他の雇用管
!理関係業務の周知等と一体的に行うなど、業務の効率化を図る。

【対車の重点化】

O 高年齢者就労総合支援事業については、事業実施安定所(各局1-2所)におい
て就職の困難な高年齢求職者を対象に実施する。

{一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一1i語:1IIe<J.示言論，t.i:!詞:o.>!iI!函ーー

10達成指導に当たっては、地元の有力企業など特に地域で影響力が大きい企業、
|雇用率引き上げにより未達成に転じた企業、障害者雇用O人企業など、各労働局の

;7中小企業への支援等の強化や地域の就労支援|状況1一応じ指導対象を重点化しトヒで、局長、安定部長、職対課長、所長等それぞ
jの更なる強化 |れが長担L、戦略的・計画I的lこ指l車を進める。

O なお、事業所訪問に当たっては、必要に応じて高齢者雇用などその他の雇用菅
理関係業務の周知等と一体的に行うなど、業務の効率化を図る。

|【労働局由曹向技況等に応じて実施】

!ィ障害特性・就労形態に応じたきめ細かな支撮築 l

!の充実・強化 10医療機関等との連携については、各労働局向の医療機関での就労支援等の取
|組状況を勘案して実施する。
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I関するガイドライン』、「若者応援企業宣
言J等由支援メニューの趣旨を理解し、事
業所からのニーズを踏まえた上で各メ
ニューの活用を促す。
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(機密性~)
【周知・説明白重点化】

【別添2

(8)非主規雇用対策の推進

O 非正規雇用で働〈労働者田企業肉キャリアアップを総合的に支援するための包
括的な助成措置(キャリアアップ助成金)を創設することから、公共職業安定所におけ1*非正規・若者雇用対策については、公
る雇用指導官及び事業主支援アドバイザ (雇用曹理指導分)を中心に、助成措置|共職業安定所における求人開拓時におい
及びガイドラインをセットとした、事業主等への積極的な周知・説明を行う。具体的に|て『キャリアアップ助成金Jや「若年者人材 1~1j途通知予定
は、 |育成・定着支援奨励金』等の助成メニュー
①事業主へのキャリ77、ノプ助成金の目的や支援メニューの周知・説明 |や「有期契約労働者等のキャリアアップに
②ガイドラインを活用したキャリアアップ計画の作成支援 |関するガイドラインJ，r若者応接企業宣
を重点的に実施する。 1言」等の支援メニューの趣旨を理解し、事

業所からのニーズを踏まえた上で各メ
ニューの活用を促す。

ホ労働局においては、公共職業安定所
における取組への助言指導を行うととも
に、労使団体その他関係機関との効果的
な連接体制を構築する。

(9)子育てする宜性等に対する雇用対策の推進

【対車の重点化】

jア子育てする女性等に対する再就職支援の充実 10各マザーズハローワーヲ・マザズコ ナーにおいて、担当者制により支援した

|重点支援対章者の就職について、厳格かつ適切に把握するロ
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【事業実施田重点化1
(書考通達)
H25.3.1職発田01第13号、雇児発0301
第Z号
「母子家庭田母及び父子家庭の父の
就業の支援に関する特別措置法の
施行に伴う対応について」

:ィ母子家庭の母等の雇用対策の推進 o r母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」の施行を
踏まえ、新たに支援対章となった父子家庭の父に対する支援制度の周知、活用促進
を図る。

(10)外国人の雇用対策の推進

I労働局叩管内状況等に応じて実施】

*外国人部門における窓口における雇

O 事業所訪問による外国人労働者の雇用管理改善指導については、訪問計画数|用保験加入に関する指導については、外
を達成するため計画的に事業所訪問を実施する。また、事業所訪問に当たっては、 |国人雇用状況届出書(様式第3号)の届
高齢者・障害者などその他の雇用管理改善業務と体的に行うなど、業務の効率化|出回受理由機会を捉えて、本省から配布
を図る。 Iそ定のリーフレットなどを活用し効率的

目また、平成25年度についてl士、雇用保険部門と外国人部門が連携して窓口におけト雇用保険の加入要件""，~oo.人であっ I(害考通達)
7 日系人をはじめとする定住外国人に関する就労|る雇用保険加入に関する指導を行うとともに、事業所訪問の際に未加入の事案があ|ても雇用保険が適用され匂」と」ついて |平成田年6月四回戦発0629第2号
!環境の改善及び再就職の支援の推進 |札ぱ適正に指導を行い、量終的な改善まで確実lこフォローアップを行う。 1周知する平成田年9月7日職派件発0907第1

O 日系人就労準備研修については、平成25年度は介護など高い成長と雇用創出 I~ 就労準備研修の修了者を公共職業訓 1号
が見込まれる分野田専門コースを拡充するζとから、当該コースを設定する労働局 |練等にあっせんを行うために、労働局が
(安定所)においては、日本語力が相当程度高〈当該分野に適性があると恩われる求|主体となって都道府県など関係機関との
糠者に重点を置いて当該研修に誘導するとともに、都道府県等と連接して、研修修了|協議の場を開催し、安定所はコーデイネ
者を公共職業訓練等に積極的にあっせんを行う。 1タ一等を活用して事前に研修訓練の開

E催時期、訓練向容等の調整を行う必要が
ある。
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(機密性~)
【労働局の曽向状況等に応じて実施】

イ専門的技術的分野田外国人の就業促進

*外セン由利用促進のためのあらゆる
広報媒体としては、既存に作成しているチ

O 専門的・技術的分野の外国人及び外国人留学生の就業促進については、東京、|ラシ等のほか、よりわかりやすいホーム
大阪、名古屋町各外国人雇用サービスセン聖一及び福岡新卒ハローワーウ(以下『件|ベ ジ田作成、 FACEBOOKやツイッター

セン等Jという。)を中心に実施する。平成25年度においては‘舛セン等は新卒応援ハ|の活用等も検討する。
ローワーヲ、大学、留学生、事業主などと連携をすすめ、特に以下に重点をおいて事 I~書考通達)
業に取り組む。平成田年6月四日職発0629第Z号

(11)特別な配慮が必要な者等に対する雇用対策の推

進

ア刑務所出所者等に対する就労支援

!イホームレス等に対する就労支揖

・外セン等由利用促進のため、有効な広報媒体を活用した周知・広報 I~. 大学、留学生、事業主と連携した就職
外国人を積極的に採用する求人目確保 |状況の把握については、①新卒応援ハ

・外セン等の求職畳録者の就職状況の把握 |ローワーウと連携した大学訪問等による

.留学生に対するガイダンス、インヲーンシツブ由実施などマッチンゲを推進するた|情報収集、②留学生とのメルマガ・ハガキ
め由基盤整備の取組 |等を活用した個別回確認、@面接会書加

I企業と連携した就職状況の把握等を推進
する。

I事業実施の重点化】

O 総務省由行政評価・監視におけるテスト調査を踏まえ、平成25年度については、

以下の点を重点的に実施する。

・各都道府県に設置されている『刑務所出所者等就労支援事業協議会』を活用し、矯
正施設や保護観察所等の関係機関との連携を一層強化するとともに、受刑者等に対
しては、特に矯正施設に出向き職業相談・職業紹介、保護観察対象者等に対しては
職場体験講習、トライアル雇用車び職場適応・定着支援を積極的に実施する。

【対量局のみ実施】

O 対象局においては、ホムレスと日雇労働者、住居喪失不安定就労者の求人開
拓を一体的に実施する。

l一一一一一一一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-~---ーーーーーーーーーーーーーーーーー一一ーーーーーーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一__J一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーーーーーー

;オ多様な状況に応じた告種雇用対集の推進

: (イ)日雇労働者に対する就労支援

【対量局のみ実施】

O 対象局においては、平成25年度から就職支援ナピゲー聖一(就労支援分)由業務
の対象者とする日雇労働者への巡回相談について、日雇労働者等技能講習事業由
実施団体と協議の上実施する。

一一，一一一一一一一一一一一一一一ー一--句ーーーーーーーーーーーーーーーーーー---'--ーーーーーーーーー--・"一---ーー"ー一一ー"一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一ー一一一一ーーーーーーーーーーーーーーーー

6/10ページ

(参考通達)
HI8.03.31職発第0331010号
「刑務所出所者等に対する就労支援

について」
HI8.03.31職発第0331039号
「刑務所出所者等就労支援事業(委
託事業)由実絡について』

(対象局)
東京、神奈川、愛知、大阪、福岡

(参考通達)
H20.03.28職発第0328005号
「ホームレス及び住居喪失不安定就
労者の就業機会確保対策について』

(対象局)
東京、神奈川、愛知、大阪、福岡

(参考通達)
H20.03.28職発第0328006号
「日雇労働者等技能講習事業由実施

について」

[~II添2



(機密性~)
【対象局のみ実施】

:(ウ)中国残留邦人等永住帰国者に対する就労10対象局においては、中国帰国者定着促進セシターや中国帰国者支援・交流セン

j支援 |ターに委託事業により配置Lている職業相談員と由連携を強化し、トライアル雇用制
|度等を積極的に活用した駿業相談臓業紹介在実施する固

キ公正な採用選考システムの確立

:ヲ多様な雇用管理改善対震の推進

【指導対象の重点化】

O 公正採用選考人権啓発推進員の積極的活用のため、配置又は宋配置事業所に
応じて、以下を実施する。

・未配置の対象事業所・・各種啓発資料、各種研修会及び協力員制度等を活用し
て、推進員が設置されるよう積極的に啓発・指導を行う。
-配置事業所・・・推進員研修及び企業トップレベル研修等を行い、推進員が実効性

のあるものとなるよう積極的に啓発を行う。

O 求人受理時、求人事業所説明会及び各種研修会等を活用して、企業に対して全
国高等学校統一用紙等の適正な応募書類の使用について周知徹底を図る.

O これまでに就職差別につながる恐れのある事案の報告があった事業所[こついて
は、特に重点的に上記取組を実施する。

【周知・説明白重点化】

: (ア}介護分野における雇用管理改善の推進 10労働環境向よ奨励金は平成25年度から他の助成金{中小企業労働環境向上助
1成金)/こ統合されることから、特に年度当初(4月-6月)において介護事業者に対し重
点的に周知を行う。

: (イ}港湾労働対援の推進

: (ウ)季節労働者対策の推進

I対量局由み実施I

O 対象局においては.11月21日-11月30自由「港湾労働法遵守強化旬間」におい
て、各港町実情に即して関係機関と連携し、共同パトロール等を実施することで、港
湾における雇用秩序維持対策に重点的に取り組む。

【事業実施の重点化】

O ①通年雇用奨励金を活用した季節労働者の通年雇用化及び②季節労働者の通
年雇用化に向けた支援を実施する「通年雇用促進支援事業」への積極的な害加を勧
奨するため、求人開拓における事業所訪問等の機会を捉え、効率的に周知・啓発を
実施する。

7/10ページ

(対象局)
北海道、宮城、埼玉、東京、愛知、大
阪、広島、福岡

(書考通達)
H20田 31職発第0331018号、能発第
0331002号
『中国残留邦人等永住帰国者の雇用
対策について」

(害考通達)
平成9年3月31日付け職発第230
号
「職業安定行政に係る地域改善特例
事業の一般対策への円滑な移行に
ついてJ(平成12年4月1日一部改
E、平成14年4月1目一部改正)

*例年、「港湾労働法遵守強化旬間JIこI(対象局)
合わせて本省にて、関係機関及び関係事|東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、山
業主の遵法意議の高揚を図るため、港湾|口、福岡
労働法周知・啓発用ポス事ーを作成し、各l
労働局を通じて、関係機関及び関係事業 I(参考通達)
主へ配布している。 IH2.1O.1付け職発第539号通達
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(機密性4)

:コ農林漁業への就業の支援

(12)成長分野などでの雇用創出、人材育成の推進

:7成長分野などでの雇用創出町推進

【労働局の管内状況等に応じて実施】 *平成25年度は、農林漁業に係る求
人・求臓者数等管内の状況に応じ、各ハ
ローワーヲにおいて、労働局が収集等す

O 管内の産業に占める農林漁業の割合が高い地按及び農林漁業への就職希望者|る自治体や農水省等関係機閣の農林漁
が多い地域を曹轄するハローワーヲにおいては、農林漁業求職者に係る情報提供、|業の就業に関する各種情報提供を実施す
農林漁業に係る合同企業面接会及び求職者を対象とした職業相談・ガイずンスを確|る。
実に実施する。

li白羽-awゐ重点化】

ホ地壌の実情に応じ、適当な時期に合
同企業面接会等を開催する。

: (ウ)成長分野などの中小企業による魅力的な 10平成25年度新規創設の中小企業労働環境向上助成金について、制度の浸透を
:職場づ〈りの取組の支援 |図るため特に第1四半期においては対車となる事業主等へ、本省作成のリー7レット

|等を活用し、ホームページへの掲載や窓口配布にとどまらず、地域由経済団体等へ
!の協力要請なども行いつつ、周知広報に積極的に取り組む。

【労働局の管向状況等に応じて実施】

: (工)介護・医療・保育職種白人材確保に向けた10介護・医療・保育職種いずれも人材不足が深刻なため、福祉人材コーナーを中心

j支援の強化 li二、潜在的有資格者等が多数存在し、人材ニーズが且込まれる地域の公共職業安
|定所においては関係機関とも連携しつつ、マッチンゲを実施する。

.一一一一一一一一一一一一一一一ー---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【周知・説明白重点化]

目。日本再生人材育成支援事業について、創設して聞もない事業であること、平成24
:(オ)成長が期待さ札る分野における非正規雇|年度補正予算において事業の 部拡充を行ったことから、特に年度当初(4月-6月)
:用労働者を吉めた人材のキャリアアップの支援|において積極的に周知・広報を図る。

(14)民間等の労働力需給調整事業の適正な運営の促
進

O周知・広報!士、事業の活用が見込まれる健康、環境、農林漁業分野等の事業主や
関係団体等を対象に重点的に行う。

I章務推進の重点化】

*全国斉一的な指導監督が行われるた
めには、問題事案を的確に捉え、適正な

O 需給調整事業の指導監督業務は、規制行政という法令等に照らして精轍な業務|指導がなされる必要がある。そのために
処理が求められていることから、全国斉 的な指導監督が行われるよう業務に取り l'立、全国に配属されている指導宮田一定
組む。そのため、各需給調整指導官の指導監督能力の向上を、指導監督の実務を積|水準以上田能力が必要不可欠であること
むため刷、規模局からブロツヴ中心局等目指導監督同行、ブロツウ会議での情報交|から、各ブロッヲ及び労働局において、各
換、実務向上のための違反認定・聴取書作成研修へ白書加等を通じて、実現在図 |種研修の実施、ブロツヴ会議での情報交
る，~ ..-_-.，. ，-.__. ._.__，， ............-..-. ...~_'" _ .. .~~. r~ " ......_ •• ~~_ _ ~ __-_~~_換等、指導監督能力の向上を図るための

目工夫・機会を作るζとが必要である。
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(16)雇用保険制度の安定的運営
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7 適正な業務の運営

lイ不正受給の防止

【雇用保険受給資格者由早期再就職の促進に向けた取組の重点化】

O 特に以下について重点的に取り組む。

受給資格者の早期再就職を図るため、①早期再就職が見込まれる者{早期あっせ
ん対章者)に対する重点的、継続的な支援、②求職活動が低調な者や早期再就職意
欲が低い者に対する認定時の働きかけとより効果的・積極的に求職活動ができるよう
相談・援助を、受給状況のタイミンゲ及び認定日を活用して実施する。

また、 ζれを適切に実施するために初回認定目白金員相談を活用して重点を置い
て支援する受給者(早期あっせん対象者)由選定を行う、初回認定自の全員相談や
対面認定が十分にできていない場合は、認定時間帯〔認定コマ数)の増加など各所に
応じた工夫・取組みを行う。

【不正受給を防止する取組の強化】

O 特に以下について重点的に取り組む.

被保険者資格の取得手続が一定期間遡って行われている場合の実地調査等を徹
底する。

受給資格者に対し、受給資格決定に係る審査時や初回説明会の機会を活用して、
不正受給となる行為や不正受給を行った場合の処分等をT寧に説明することにより、
適切な受給の重要性を十分に理解させる。

失業の認定時において就職の申告が行われた場合に、就膿日に誤りがないか{就
職日後の出勤自在就職日と誤解して申告していないかなど)を受給資格者に対して+
分に確認すること。また、自己就職の申告をした者については、必要な項目を備えた
採用証明書等による調査確認を確実に行う。

要調査対象受給資格者等として検出され、通知された事案等については、整理簿
への記録、処理状況の報告を確実に行う。管理者は、担当者の処理状況由進捗を常
に把握し(担当者任せにせず)、指導・助言や業務が集中している場合に体制面も含
めた措置を実施すること等を徹底する。また、労働局においても、所での処理状況の
進捗や管理者の対応状況を常に把握し(所任せにせず)、指導・助言や遅延が懸念さ
れる場合の管理者への指示等を徹底する。

失業等給付の返納金に関する現金亡失を防止するため、職員への研修等を通じ
て意識付け・啓発を行うとともに、支給事務が適正に行われているかの点検・見直し
を改めて徹底する。
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(機密性
【ハローワーウシステムにおける利用権限由限定、 7'7セス記録確認の徹底】

【別添2]

O 特に以下について重点的に取り組む。

(17)ハローワーウシステムにおける適切な個人情報の -一定期間ごとに雇用保険被保険者番号照会を行害すっるた他件の数者をの確協認力し.利用頻て支度障が
管理の徹底 低い職員・相談員等について、業務・照会権限を有 によっ

が生じないにもかかわらず権限が付与されていないか検証する。

-雇用保険被保険者番号照会を行った記録の確認(毎日の件数の確認・照会理由
の確認)及び研修の実施を徹底する。

【時期によるメリハリ付け】

*税制改正のため、一部制度内容が変
平成内人2容当5年がた盛度り2税り0込制万ま改円れ正のての税い太額る綱控。に以下

O 特に年度当初(4月-6月)においては、 25年度より制度が変更されることを踏ま 更になる。 の.1 除を40
(18)雇用促進税制の推進 え、積極的な周知・広報に努める。

* 説明不足による事業主の誤例解があにっより、
万度・雇円中用にに者拡『高増充年加齢数継の続算被定保の際、適用年

O 事業主などに対して、制度内容を誤解のないように説明し、円滑な実施に努め 税制が適用にならなかった事
険者』となっ

る。 た固
た者を吉める

5 職業能力開発行政由重点施策

(1 )若者の就職促進、自立支援対策

，----------ーー・・・・・・・・・・・・・・・・ーーー-ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー胃骨骨 F ・----------------------------------------------ー・----・...ー・..曹司..胃司・ー..・ーー司ーーーーーーーーー
【新規事業の重点化】

i襲撃喜善翠:7若年者人材育成・定着支援奨励金(若者チヤレ o r若年者人材育成・定着支援奨励金(若者チャレンジ奨励金)JIこ係る事業主への 別途通知予定:ンジ奨励金)
周知広報、本奨励金を活用する企業の開拓については、第一四半期に集中的に実
施する。【再掲】

ニューの活用を促す。

I業務推進の重点化】

(2)ジョブカード制度の普及推進 O ジョブ・カ ドを活用Lたキャリア・コンサルティンゲl立、非正規労働者、生活困窮 別途通知予定

者等に対して時聞をかけて行う場面で重点的に実施する。

【メリハリ付けによる業務負担の軽減】

O 平成25年度においては、
(5)キャリア・コンサルティングの普及促進 「ジョブ・カード講習」ンのト実の施情報提

キャリア・コンサルタ 供サイト「キャリ7・コンサルネットJの周知・広
報

に重点を置いて実施する。
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平成 25年度 雇用均等行政に係る重点化ガイドラインについて



(機密性2) [~rJ添3

平成25年度雇用均等行政に係る重点化ガイドライン

事項 重点化の内容 重点化についての補足説明 備考

(1 )雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保対策の推進

ア男女雇用機会均等法の実効性の確保

(ア)性別を理由とする差別的取扱いへの厳正 【指導対象の重点化】 *軽微な相談への対応、報告徴収及び (根拠通達)
な対応 O 計画的事業所訪問による男女雇用機会均等法第29条報告徴収では、国 紛争解決の補助業務については、雇用均 平成25年度地方労働行政運営方針

置・昇進の性差別に係る指導に重点を置し 等指導員(均等担当)に担当させる。 平成25年度における都道府県労働局
雇用均等室における業務運営につい
て

【時期によるメリハリ付lす】
O 業務の繁闘を考慮した上で重点実施期間を設ける。

(イ)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いへ 【事案への厳正な対応】 *軽微な相談への対応、報告徴収及び (根拠通達)

の厳正な対応 O 相談に迅速かつ適切に対応し、紛争解決援助の利用を促すとともに、法 紛争解決の補助業務については、雇用均 平成25年度地方労働行政運営方針

違反が疑われる場合は報告徴収を実施し、法違反には厳正な指導を行う。 等指導員(埼等担当)に担当させる。 平成25年度における都道府県労働局
雇用均等室における業務運営につい

て

(ウ)職場におけるセウシュ7iレハフスメント対 【事案への厳正な対応】 本軽微な相談への対応、報告徴収及び (根拠通達)

策の推進 O 相談に迅速かつ適切に対応し、紛争解決援助の利用を促すとともに、法 紛争解決の補助業務については、雇用均 平成25年度地方労働行政運営方針

違反が疑われる場合は報告徴収を実施し、法違反には厳正な指導を行う。 等指導員(均等担当)Iこ担当させる。 平成25年度における都道府県労働局
雇用均等室における業務運営につい

て

【指導員の活用によるメリハリ付It】
O 雇用均等指導員(均等担当)の計画的事業所訪問においてポジティブ・ア
クシヨンの促進とセウシュアルハラスメント対策を同時に行うことで業務の効率
化を図る。

イポジティブ・7?ションに取り組む事業主に対する支援

【実施業務の重点化】 *ポジティブ・7?シヨン促進のための計 (参考通達等)

O ポジティブ・アウションの促進のため、企業に対する直接的な働きかけを推 薗的事業所訪問、軽微な相談、中小企業 H24.5.31付け雇児発0531第4号通

進する。 両立支援助成金(ポジティブ・アウション加 達

算)に関する業務については、雇用均等 H24.5.31付け雇児雇発0531第1号

指導員(均等担当)に担当させる。 課長内翰

【時期によるメリハリ付け] *男女雇用機会均等月間の6月、均等・ (根拠通達)

O 労働局幹部の企業訪問については、 6月、 10月、 1月を中心とする。 両立推進企業表彰の表彰式を実施する 平成25年度地方労働行政運営方針

10月、同表彰の公募開始時期の1月在中 平成25年度における都道府県労働局

心とする。 雇用均等室における業務運営につい
て
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(2)職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進

ア育児・介護休業法の確実な履行

(ア)育児・介護休業法に基づく指導等 I業務の効率化/聴取対象、員手掛丙曜の重点化】 *計画的事業場訪問による育児・介護 (根拠通達)
O 業務の効率化 休業法第56条報告徴収及び労働者の権 平成25年度地方労働行政運営方針
-計画的事業所訪問による育児・介護休業法第56条報告徴収は、雇用均 利等に係る軽微な相談は、雇用均等指導 平成25年度における都道府県労働局

等指導員(両立担当)が実施 員(両立担当)に担当させる。 雇用均等室における業務運営につい
O 聴取対象の重点化 て

労働者に占める期間雇用者の割合が高い事業所
O 聴取、指導事項の重点化
-期間雇用者の育児休業・介護休業の取得要件
-労働者の育児休業取得や育児休業取得を理由とする不利益取扱いに係

る相談に対する、適切な報告の徴収・紛争解決の援助への移行
【時期のメリハリ付Iす】
-業務の繁闘を考慮したよで重点実施時を設け、再発企業に対し指導

I二()言1~j;j;業等を理由とする不利益取薮広告事 【事案への厳正な対応】 *軽微な相談への対応、報告徴収及び
平(根成拠25通年達度)地方労働行政運営方針への厳正な対応 O 相談に迅速かっ適切に対応し、紛争解決媛助の利用を促すとともに、法 紛争解決の補助業務については、雇用均

違反が疑われる場合は報告徴収を実施し、法違反には厳正な指導を行う。 等指導員(両立担当)に担当させる。 平成25年度における都道府県労働局
雇用均等室における業務運営につい
て

イ両立支緩に取り組む事業主に対する支援

(ア)両立支援に関する効果的・効率的な情報 【時期によるメリハリ付け】 *業務を効率化する観点から、ポジ7イ (根拠通達)
提供等 o 6月及び10月を中心として実施する、ポジ子イゴ・アウションの取組を促進 ブ・アヴションの取組を促進するための局 平成25年度地方労働行政運営方針

するための局幹部による企業訪問の際に、ベストプラウ子ィスに関する情報提 幹部による企業訪問と一体的に実施す 平成25年度における都道府県労働局
供による雇用管理改善に関する助言を重点的に実施する。 る。 雇用均等室における業務運営につい

て
*雇用均等指導員(両立担当)による雇
用管理改善に関する企業訪問も、 6月及
ぴ叩月を中心に実施する。

【対象の重点化、時期によるメリハリ付け】 * 業務を効率化する観点から、ポジナイ (根拠通達)
ウ次世代育成支援対策の推進 O 次世代育成支援対策推進法に基づく認定に向けた取組を促進する。 ブ・アウシヨンの取組を促進するための局 平成25年度地方労働行政運営方針

O 行動計画の終期を迎える企業lこ対するアンケート等により、目標達成状況 幹部による企業訪問と一体的に実施す 平成25年度における都道府県労働局
や男性の育児休業取得者の有無、認定申請の意向等を把握し、認定可能性 る。 雇用均等室における業務運営につい
が高いι恩われる企業に対する働きかけを重点的に実施する@ て
o 6月及び10月を中心として実施するポジ子ィブ・アクシヨンの取組を促進す *平成23年4月から行動計画の策定・届
るための局幹部による企業訪問の際に、認定取得に係る働きかけを行う。 出等が義務付けられた労働者数101人以

上300人以下企業l立、最短で平成25年3月
に行動計画の終期を迎え、認定申請が可
能となることに留意する。
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(3)パート書イム労働者の均等・均衡待遇の確保等対策の推進

アパト;イム労働法の確実な履行

(7)パート書イム労働法に基づく適切な指導等
【業務の効率化/聴取対象、聴取・指導事項の重点化/時期によるメリハリ付 (根拠通達)
It】 平成25年度地方労働行政運営方針
O 職員が行う計画的事業所訪問におけるパート書イム労働法第16条報告徴 平成25年度における都道府県労働局
収は、以下のとおり重点的・効率的に実施する。 雇用均等室における業務運営につい
-業務の効率化 て
男女雇用機会均等法第29条報告徴収と同時に実施

-聴取対象の重点化

・聴労取働、者指に導占事め項るのパ重ー点ト書化イム労働者の割合が高い事業所

差別的取扱いの禁止(第8条)、賃金の均衡待遇(第9条)
-時期によるメリハリ付け
業務の繁闘を考慮した上で重点実施時期を設ける

【実施主体の重点化】
(根拠通達)
平成25年度地方労働行政運営方針

O 職務評価の導入支援や新助成金を活用した事業主支援により、パ ト書 平成25年度における都道府県労働局
イ パ ト書イム労働者の均等・均衡待遇等に取り イム労働者の均等・均衡待遇を推進するため、雇用均等コンサル告ント及び雇 雇用均等室における業務運営につい
組む事業主への支援 用均等指導員(均衡推進担当)を活用するa て

O パート書イム労働法改正法案が成立した場合には、改正法に沿ったパート
事イム労働者の雇用管理由改善に係るアドバイスに重点を置いて事業主を支
援する。

ウパト書イム労働法等の周知啓発 【対象の重点化】
(根拠通達)
平成25年度地方労働行政運営方針

O パ ト書イム労働法改正法案が成立した場合には、円滑な施策に向けて、 平成25年度における都道府県労働局
改正内容の周知徹底を図る。 雇用均等室における業務運営につい

て

(4)家内労働及び在宅ワ-'7対策の推進

ア家内労働対策の推進

(根拠通達)
(イ)家内労働法の適正な施行 【時期の重点化】 平成25年度地方労働行政運営方針

法第26条(届出)の履行確保を徹底するため、 4月中に届出を行うよう委託者
へ提出督励等を行う。
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